
金城大学・金城大学短期大学部 施設使用料一覧 

 

（令和６年４月１日 現在） 

 通常（エアコンなし） エアコン使用時 
エアコン 

割増率 

小 講 義 室 １０，０００円 １３，０００円 ３０％ 

中 講 義 室 ２４，０００円 ３１，２００円 ３０％ 

多目的室 ３０，０００円 ３９，０００円 ３０％ 

大 講 義 室 ３６，０００円 ４６，８００円 ３０％ 

実 習 室 ２７，０００円 ３５，１００円 ３０％ 

演 習 室  ８，５００円 １１，０５０円 ３０％ 

相 談 室  ４，０００円  ５，２００円 ３０％ 

日光アリーナ（全面） ４５，０００円 ― エアコン未設置 

日光アリーナ（半面） ２５，０００円 ― エアコン未設置 

第２食堂 ３６，０００円 ４６，８００円 ３０％ 

駐車場（のみの場合） １０，０００円 ― ― 

多目的グラウンド ７，０００円 ― ― 

陸上競技場 １０，０００円 
１５，０００円 

（照明使用時） 

５０％ 

（照明使用時） 

※ 上記は税別料金 

※ 上記は１日８時間使用した場合の使用料とする。 

※ 半日（午前・午後）の場合は、上記の半額の使用料とする。 

※ １日８時間を超えて使用する場合は別途、事務局長と協議の上、使用料を決定する。 

※ 上記に記載のない施設等については、別途、事務局長と協議の上、使用料を決定する。 

 

事務局管財部 



金城大学・金城大学短期大学部の施設使用料に係る減免取扱基準表 

 

金城大学及び金城大学短期大学部（以下、本学という。）が所有する各施設の使用料について、

以下の通り減免取扱基準基準を定める。 

 

【減免取扱基準表】                   （令和６年４月１日 現在） 

減免基準 減免割合 

（１）本学の主催事業の他、国や石川県または白山市との共催・後援

事業として使用する場合 

 

（２）金城学園の併設校（遊学館高等学校、金城大学附属西南幼稚園）

の関連行事として直接的に使用する場合 

 

（３）本学教職員が直接的に関与している外部団体等が使用する場合 

 

（４）本学が生涯学習・地域連携の振興に資すると認める外部団体等

が使用する場合 

 

 ※（３）（４）の減免割合については別途、協議を行う。 

１００％減免 

（１） 石川県または白山市が直接使用する場合 

 

（２）金城学園の併設校（遊学館高等学校、金城大学附属西南幼稚園）

の関連行事として間接的に使用する場合 

 

（３）本学教職員が間接的に関与している外部団体等が使用する場合 

 

（４）本学が生涯学習・地域連携の振興に資すると認める外部団体等

が使用する場合 

 

※（２）（３）（４）の減免割合については別途、協議を行う。 

５０％減免 

 

※ 上記の他、関係する外部団体等によっては事務局長と協議の上、別途、使用料を決定する場合

がある。 

※ 外部団体の使用で参加費を徴収する事業の場合は、上記の限りではない。 

 

事務局管財部 


